
厚⽣労働省在宅就業者総合⽀援事業 参加費：無 料
定 員：30 名

（要申込）定員になり次第締切

⾃分らしい働き⽅発⾒セミナー in 沖縄

第3回 在宅ワークの基本ポイントと留意点
〜在宅ワークとは。どうやって仕事をみつけ、賢く取組むのか〜

⾃分らし 働き⽅発⾒ ミナ 沖縄

開催⽇

平成27年10⽉20⽇（⽕）

13：30〜16：00
（13：00 開場）

・在宅ワークにどのような仕事があるか知りたい⼈
・在宅ワークに関⼼を持ち、やってみたい⼈
・在宅ワークをはじめたばかりで、もっと幅広く知

りたい⼈
・就業にあたり、⾃⾝のこれまでの経験やスキルの

【対象】

会場

沖縄産業⽀援センター
（304・305号室）

沖縄県那覇市字⼩禄1831番地1

棚卸しを⾏いたい⼈
・⼦育て中で仕事をお探しの⼈など、ライフスタイ

ルやライフステージに合った形態での就業を検討
している⼈

在宅ワークとは、⼀般的に「パソコンやインターネ
ット等を活⽤し 在宅で⾏う仕事」です いわゆる沖縄県那覇市字⼩禄1831番地1

≪主催≫ 厚⽣労働省
≪事務局≫ 三菱UFJリサーチ＆

コンサルティング株式会社

ット等を活⽤し、在宅で⾏う仕事」です。いわゆる
「内職」とは異なります。
詳しくは、在宅ワークの総合⽀援サイト

「ホームワーカーズウェブ」をご覧ください。
http://www.homeworkers.jp/

プログラム

多様な働き⽅の⼀つとして在宅就業をとらえ、業界の動向や働く上での必要条件
などを学びます。次に、在宅就業を有効に活⽤している例から、仕事の探し⽅や
実際の仕事のやり⽅、及び留意点などについて理解を深めます。その上で、⾃ら
のキ リアプランに在宅就業をどう位置づけるのかを考えるヒントを学びますのキャリアプランに在宅就業をどう位置づけるのかを考えるヒントを学びます。

13：30〜 講義 ・在宅ワークの特徴と留意点 ・仕事の獲得のポイント
・発注側が在宅ワーカーに求めること ・仲介機関の効果的な活⽤⽅法
・トラブル事例及び対処策／等

講師 株式会社かりさら 代表取締役 ⾼江洲⾹織⽒講師 株式会社かりさら 代表取締役 ⾼江洲⾹織⽒
NTT Com CHEO株式会社 ビジネス開発営業部 満名美咲⽒
他、先輩在宅ワーカー

16：00 終了 ※本セミナーは仕事の紹介・斡旋は⾏いません。
※託児サービスはございません。ご了承ください。



開催⽇：平成27年10⽉20⽇（⽕） 13：30〜16：00（13：00 開場）

⾃分らしい働き⽅発⾒セミナー 第３回 在宅ワークの基本ポイントと留意点
〜在宅ワークとは。どうやって仕事をみつけ、賢く取組むのか〜

会 場 の ご 案 内

■会場： 沖縄産業⽀援センター（304・305号室）
沖縄県那覇市字⼩禄1831番地1

（URL: https://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/）

■ 交通アクセス：
【バス】⾦城（カナグスク）にて下⾞
【モノレール】⼩禄駅にて下⾞

お申込み⽅法について

お申込みは、在宅ワークに関する総合⽀援サイト「ホームワーカーズウェブ」へ

URL：http://www.homeworkers.jp/

お申込み⽅法について

申込みは、2015年９⽉８⽇（⽕）13時から開始です！

１．このセミナーは、厚⽣労働省「在宅就業者総合⽀援事業」在宅ワーク⽀援事務局（委託先：三菱UFJリ
サーチ＆コンサルティング株式会社）が運営するセミナーです。参加申し込みによりご提供いただいた個

参加申込にお伺いする個⼈情報の取り扱いについて

※定員になり次第締め切らせていただきます

サ チ＆コンサルティング株式会社）が運営するセミナ です。参加申し込みによりご提供いただいた個
⼈情報は、お申し込み時点からセミナー終了後まで、個⼈情報保護⽅針に基づいて事務局で安全に管理し、
保護の徹底に努めます。なお、個⼈情報保護⽅針の内容については、ホームページ（ホームワーカーズ
ウェブ http://www.homeworkers.jp/）をご参照願います。参加されるご本⼈におかれましては、内容
をご確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。

２．個⼈情報は、『在宅ワークセミナー（⾃分らしい働き⽅発⾒セミナー）』の事業実施に関わる資料等の作
成のために利⽤させていただきます。法令に基づく場合などを除き、個⼈情報を第三者に開⽰、提供する
ことはありません 個⼈情報の利⽤⽬的の通知 開⽰ 訂正 追加⼜は削除 利⽤の停⽌ 消去及び第三ことはありません。個⼈情報の利⽤⽬的の通知、開⽰、訂正、追加⼜は削除、利⽤の停⽌、消去及び第三
者への提供の停⽌については、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済・社会政策部 在宅ワー
ク⽀援事務局（メールアドレス：seminar2015-3@homeworkers.jp）までお問合せください。

３．参加申し込みにあたって、個⼈情報を記⼊するかどうかはご本⼈の⾃由です。ただし、必要な個⼈情報が
不⾜していた場合は、サービスの全部、または⼀部が受けられないことがあることをご了承願います。

厚⽣労働省の委託事業「在宅就業者総合⽀援事業」の⼀環として運営されている
＜在宅ワークに関する総合⽀援サイト＞ です。

在宅ワークを始めたい⽅や在宅ワークをすでに始めている⽅々 さらには在宅ワークの仲介機関や業務

http://www.homeworkers.jp/

在宅ワ クを始めたい⽅や在宅ワ クをすでに始めている⽅々、さらには在宅ワ クの仲介機関や業務
の発注企業向けに有益な情報の提供に取り組んでいます。

ご来場、お待ちしております！


